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続：成るか、ビットコインによる通貨革命？ 
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ビットコインの問題は？ 

前号で取り上げたビットコインを含む

仮想通貨（またはデジタル通貨）にはど

ういう問題があるのだろうか？ ここで

は行政面の問題を取り上げよう。 

第 1 に、金融犯罪防止や消費者保護上

の問題がある。ビットコインはインター

ネット上で匿名で使えるので、麻薬の取

引などに使われる恐れがある。そのため、

資金洗浄などを通常の通貨と同様に厳し

く取り締まる必要がある。 

また日本にあったビットコインの取引

所のマウント・ゴックスが本年 2 月末に

経営破綻し、多数の利用者が財産を失っ

た。こういう事態から消費者を保護する

必要がある。 
そのため、取引所の認可や取引の報告

などは最低限必要と思われる。 
第 2 に、税制上の問題がある。モノや

サービスの購入に消費税（付加価値税、

売上税を含む）を課税している国では、

ビットコインで購入した時も当然課税さ

れる。しかし、通常の通貨でビットコイ

ンを購入（つまり通常の通貨をビットコ

インに両替）した時は、ビットコインを

金の地金や宝石のようなモノとみなせば

課税対象になるが、これを通貨の一種と

みなせば、通貨間の両替なので課税され

ない。 
また、ビットコインを安く買って高く

売った時、これを商品を安値で仕入れて

高値で売った時のように所得として扱う

か、それとも為替レートの変動によるキ

ャピタルゲインとして扱うかで税金も変

わってくる。ビットコインの保有期間も

影響する。このような税制上の扱いが問

題になる。 
 

各国政府の対応状況は？ 

では、これらの問題に対して、各国は

現在どのように対応しているのだろう

か？ ごく一部の断片的な情報だが、昨

年来の報道から拾ってみよう。 

米国では、2013 年 3 月に財務省の金融

犯罪等を取り締まる部局が、現在の資金

洗浄等に関する法律がビットコイン等の

仮想通貨にも適用されると発表した。そ

して、ビットコインを扱う事業者には、

設立時の登録、取引の報告が要求される

と表明した。 

2013 年 11 月に、上院の国土安全保障・

政府問題委員会が、仮想通貨に関する公

聴会を開催した。この委員会に、当時の

FRB（米国の中央銀行）のバーナンキ議

長は書簡を送付し、「仮想通貨は将来、迅

速で、安全で、効率のよい決済手段を提

供するようになる可能性がある」と述べ

た。 
またこの上院委員会のカーパー委員長

は、「過剰な規制によって、ゆりかごの中

の赤ん坊を殺すようなことをしてはなら

ない」と注意を促した。 
米国では、このように仮想通貨に対し

て前向きな意見が多いが、実際の対応は

犯罪防止面が先行していて、各州での税

制上の扱いなどはこれからだ。 
イギリスでは、歳入税関庁が 2013 年

11 月に、ビットコインは金券（バウチャ

ー）のようなもので、購入時に付加価値

税が課税されると表明した。しかし、そ
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の場合一般の通貨をビットコインに両替

すると 20%の付加価値税が課税され、不

都合である。そのため、2014 年 3 月に、

ビットコインは外貨と同様に、その購入

時は付加価値税が課税されないことにな

った。 
このように、仮想通貨の税制上の扱い

は世界中でまだ流動的である。 
ドイツでは、2013 年 6 月に、1 年以上

保有したビットコインにはキャピタルゲ

インが課税されないと報道された。また、

同国の財務省は 2013 年 8 月に、ビットコ

インは「経済価値の単位」であり「私的

通貨」だと表明した。これは、ビットコ

インが「モノ」よりも「通貨」に近いと

いうことで、今後の扱い方に大きく影響

するものと思われる。 
シンガポールの内国歳入庁は、2014 年

1 月に、ビットコインについてのキャピタ

ルゲイン課税、所得税、付加価値税の扱

いを明確化した。税制全般にわたって扱

いを明確にした点で、同国は世界の先端

を行くといわれている。 
 

これらの状況が示すもの 

第 1 に、各国はバラバラに対応策を試

行中で、今後基本的な考え方を統一する

必要があることだ。 

しかし、各国とも中央銀行や財務省が

中心になって対応していることは、ビッ

トコインがもともと現在の通貨の代替品

として考案されたものである以上当然で

あろう。これをモノの一種とみなすのに

は無理があるように思う。 

第 2 に、日本は他の国に比べ対応が極

めて遅れていることだ。 

マウント・ゴックスの破綻以来、日本

では急に大騒ぎになったが、それまで政

府のビットコインに関する見解の発表は

なかった。3 月 5 日の日本経済新聞に、「政

府が取引ルールを示すのは主要国で初め

て」とあるのを目にしてわが目を疑った(1)。

本記事の情報元の政府関係者も記事を執

筆した記者も、昨年来の各国政府の動き

を知らなかったのだろうか。鎖国中の江

戸時代にいるような錯覚に陥った。 

第 3 に、仮想通貨は、蒸気機関やイン

ターネットなどと同様に、技術革新が社

会に大変革をもたらすものの 1 つになる

可能性があることだ。その可能性を無視

するべきではないという米国のバーナン

キ前 FRB 議長やカーパー上院議員の言

に耳を傾ける必要がある。 
マウウト・ゴックスの破綻に際して麻

生太郎財務大臣は、「（ビットコインは）

どこかで破綻すると思っていた」と述べ

たという(2)。ビットコインにも種々の問題

はあるが、このように単純に切って捨て

てよいかは疑問である。 
 

(1)「仮想通貨に取引指針」, 日本経済新聞, 
2014 年 3 月 5 日 

(2) 「ビットコイン「破綻すると思っていた」」, 
朝日新聞, 2014 年 2 月 28 日夕刊

 
  


